
２０２１年度（２０２２年３月３１日現在）貸借対照表

（単位：百万円）

　科　　　　　　　　　　　　目 金  　  　額 　科　　　　　　　　　　　　目 金　    　額

197,282 6,624,897

197,282 37,119

57,399 6,539,228

9,357 48,550

6,592,870 1,358

2,223,114 191,180

190,082 1,503

1,180,993 73,367

328,297 12,943

2,332,229 641

338,153 494

665,105 8,195

67,579 89,801

597,526 1,073

152,407 2,099

92,379 1,060

57,138 82

975 15,745

698 123,898

1,215 21,475

20,070 6,978,638

19,368

701 110,000

389 35,054

1,092 35,054

142,524 387,156

100,488 68,951

2,987 318,204

22,745 1,362

2,103 300

1,620 200,000

1,387 116,541

10,375 532,210

287 326,517

528 326,517

△ 1,133 858,727

7,837,366 7,837,366

（金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）

（ 資 産 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金

買 入 金 銭 債 権

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

有 形 固 定 資 産

国 債

地 方 債

社 債

株 式

外 国 証 券

そ の 他 の 証 券

一 般 貸 付

保 険 約 款 貸 付

土 地

建 物

建 設 仮 勘 定

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

預 貯 金

保 険 契 約 準 備 金

再 保 険 借

そ の 他 負 債

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金

支 払 備 金

責 任 準 備 金

契 約 者 配 当 準 備 金

未 払 金

未 払 費 用

前 受 収 益

預 り 金

預 り 保 証 金

仮 受 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

別 途 積 立 金

（ 負 債 の 部 ）

百二十周年記念事業積立金

再 保 険 貸

そ の 他 資 産

未 収 金

前 払 費 用

未 収 収 益

預 託 金

仮 払 金

そ の 他 の 資 産

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

負 債 の 部 合 計

貸 倒 引 当 金

不 動 産 圧 縮 積 立 金

金 融 派 生 商 品

金 融 派 生 商 品

代 理 店 貸

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

純 資 産 の 部 合 計

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

未 払 法 人 税 等

先 物 取 引 差 入 証 拠 金

繰 延 税 金 負 債

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産

株 主 資 本 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

繰 越 利 益 剰 余 金

役 員 賞 与 引 当 金

資 産 除 去 債 務

リ ー ス 資 産

リ ー ス 債 務

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金
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注記事項 

（貸借対照表注記） 

 

１．有価証券(現金及び預貯金･買入金銭債権勘定のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信

託財産として運用している有価証券を含む)の評価基準及び評価方法は次のとおりであります。 

 (1)売買目的有価証券 

  ・時価法(売却原価は移動平均法により算定しております) 

 (2)満期保有目的の債券 

  ・移動平均法による償却原価法(定額法) 

 (3)責任準備金対応債券（「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取

扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 21号）に基づく債券をいう） 

  ・移動平均法による償却原価法(定額法) 

 (4)子会社株式及び関連会社株式（保険業法第２条第 12 項に規定する子会社及び保険業法施行令第 13 条

の５の２第３項に規定する子法人等のうち子会社を除いたもの及び関連法人等が発行する株式をい

う） 

  ・移動平均法による原価法 

 (5)その他有価証券 

  ・市場価格のない株式等以外のものは、時価法(売却原価は移動平均法により算定、ただし、取得差額

が金利調整差額と認められる公社債(外国債券を含む)については移動平均法による償却原価法(定

額法)) 

  ・市場価格のない株式等は、移動平均法による原価法 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

 

２．責任準備金対応債券のリスク管理方針の概要は次のとおりであります。 

将来の債務履行を確実に行えるよう、保険商品の特性やリスク許容度を十分に考慮した資産運用方針

をたて、管理しております。 

このような運用方針のもと、保険商品の特性に応じて以下のとおり小区分を設定し、各小区分におけ

るデュレーションのコントロールを図る目的で保有する債券については、責任準備金対応債券に区分し

ております。 

(1)一般資産区分における個人保険・個人年金保険 

(2)無配当保険資産区分における個人保険・個人年金保険（今後５年超 40年以内に発生する見込みの

キャッシュ・フローを対象） 

(3)団体年金保険資産区分における団体年金保険 

 

３．デリバティブ取引の評価は時価法により処理しております。 

 

４．有形固定資産の減価償却は、次の方法により行っております。 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

①1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備及び構築物を除く) 並びに 2016 年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物 

・定額法 
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②上記以外の有形固定資産

・定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物、建物附属設備及び構築物  ２～50年 

器具備品   ２～20年 

(2)リース資産

①所有権移転ファイナンス・リース取引

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

②所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とする定額法

５．外貨建金銭債権債務及び外貨建有価証券は、３月末日の直物為替相場により円貨に換算しております。 

６．貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則

り、次のとおり計上しております。 

破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という）に

対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下「実質破綻先」という）に対する債権につ

いては、下記直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。 

また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以

下「破綻懸念先」という）に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上

しております。 

上記以外の債権（正常先債権及び要注意先債権）については、過去の一定期間における貸倒実績等か

ら算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額等を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し

た資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び

保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額し

ており、その金額は 143百万円であります。 

７．役員賞与引当金は、役員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度末において発生

していると認められる額を計上しております。 

８．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、計上しております。 

  退職給付債務並びに退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。 

  退職給付見込額の期間帰属方法 給付算定式基準 

  数理計算上の差異の処理年数  発生年度に全額を費用処理 

  過去勤務費用の処理年数 発生年度に全額を費用処理 
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９．価格変動準備金は、保険業法第 115条の規定に基づき算出した額を計上しております。 

 

１０．ヘッジ会計の方法は次のとおりであります。 

 (1)ヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法は、時価ヘッジ処理を採用しております。なお、外貨建定期預金をヘッジ対象と

した為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段として為替予約取引を行い、ヘッジ対象は、保有目的がその他有価証券である外貨建の

有価証券及び外貨建定期預金としております。 

(3)ヘッジ方針 

資産運用に関する社内規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジ

しております。 

(4)ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジの有効性の判定は、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお

ります。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性が

ある場合には、ヘッジの有効性の判定を省略しております。 

 

１１．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外

消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、前払費用に計上し５年間で均等償却し、繰延

消費税等以外のものについては、発生事業年度に費用処理しております。 

 

１２．期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来におけ

る債務の履行に備えるため、保険業法第 116条第１項に基づき、保険料及び責任準備金の算出方法書（保

険業法第４条第２項第４号）に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。 

責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。 

(1)標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示第 48号） 

(2)標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 

なお、責任準備金については、保険業法第 121条第１項及び保険業法施行規則第 80 条に基づき、毎決

算期において責任準備金が適正に積み立てられているかどうかを、保険計理人が確認しております。 

責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第 116条及び保険業法施行規則第 69条第１項第３

号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて

積み立てております。 

 

１３．保険料等収入（再保険収入を除く）については、原則として、収納があり、保険契約上の責任が開

始しているものについて、当該収納した金額により計上しております。 

なお、収納した保険料のうち、期末時点において未経過となっている期間に対応する部分については、

保険業法第 116条及び保険業法施行規則第 69条第１項第２号に基づき、責任準備金に積み立てておりま

す。 
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１４．保険金等支払金（再保険料を除く）は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて

算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。 

なお、保険業法第 117条及び保険業法施行規則第 72条に基づき、期末時点において支払義務が発生し

たもの、又は、まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に発生したと認められるものの

うち、それぞれ保険金等の支出として計上していないものについて、支払備金を積み立てております。 

１５．無形固定資産の減価償却は、次の方法により行っております。 

(1)無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアの減価償却は、利用可能期間(５年)に基づく定額法により行っております。

(2)リース資産

①所有権移転ファイナンス・リース取引

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

②所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とする定額法

１６．㈱Ｔ＆Ｄホールディングスを連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。 

１７．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020年３月 31日）等を当事業年度の期首か

ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け

取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、計算書類に与える影響はありませ

ん。 

１８．「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第 10号 2019年７月４日）第 44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定

会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類

に与える影響は軽微であります。 

  また、「貸借対照表注記－２２－(5) 金融商品の時価等に関する事項及び金融商品の時価のレベルごと

の内訳等に関する事項」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う

こととしております。 

１９．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

 当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所

得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への移行

及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税

制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第 39号 

2020年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第 28号 2018年２月 16 日）第 44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい

て、改正前の税法の規定に基づいております。 

  なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並び
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に税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び

開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42号 2021年８月 12日）を適用する予定であります。 

２０．重要な会計上の見積り 

(1)責任準備金

①当事業年度の計算書類に計上した金額

責任準備金 6,539,228百万円、責任準備金繰入額 211,563百万円

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

(ⅰ)算出方法

算出方法は、「貸借対照表注記－１２」に記載のとおりであります。 

(ⅱ)主要な仮定及び翌事業年度の計算書類に与える影響等 

保険料及び責任準備金の算出方法書に記載された計算前提（予定発生率・予定利率等の基礎率）

が、直近の実績と大きく乖離することにより、将来の債務履行に支障を来すおそれがあると認めら

れる場合には、保険業法施行規則第 69 条第５項に基づき、追加の責任準備金を計上する必要があ

ります。 

(2)退職給付に関する会計処理

①当事業年度の計算書類に計上した金額

退職給付引当金 15,745百万円

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

(ⅰ)算出方法

退職給付債務及び退職給付費用は、将来の退職給付債務算出に用いる数理計算上の前提条件や年

金資産の長期期待運用収益率等に基づいて算出しております。 

なお、退職給付見込額の期間帰属方法については、「貸借対照表注記－８」に記載のとおりであ

ります。 

(ⅱ)主要な仮定及び翌事業年度の計算書類に与える影響等 

数理計算上の計算基礎に関する事項は、「貸借対照表注記－３８－(2)確定給付制度－⑦数理計算

上の計算基礎に関する事項」に記載のとおりであり、主要な仮定である割引率や長期期待運用収益

率等が変動した場合、退職給付引当金に重要な影響を与える可能性があります。 

(3)固定資産の減損

①当事業年度の計算書類に計上した金額

減損損失 －百万円

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

(ⅰ)算出方法

資産のグルーピング方法は、保険営業等の用に供している不動産等について、保険営業等全体で

１つの資産（営業用資産）グループとし、それ以外の賃貸不動産等及び遊休不動産等について、そ

れぞれの物件ごとに１つの資産（投資用資産）グループとしております。 

減損の兆候がある資産グループについては、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を

下回る場合に減損損失を認識し、帳簿価額から回収可能価額（割引後の将来キャッシュ・フローと
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正味売却価額のいずれか大きい方）を控除した額を損失として計上しております。 

(ⅱ)主要な仮定及び翌事業年度の計算書類に与える影響等 

減損の認識の判定に用いる割引前将来キャッシュ・フローの主要な仮定は、営業用資産について

は、中期計画等に基づく保険営業活動から生じる損益を使用しており、投資用資産については、物

件ごとの過去実績及び今後の収支見込みに基づき算出しております。 

主要な仮定である保険営業活動から生じる損益や収支見込みが悪化し、割引前将来キャッシュ・

フローが変動した場合、減損損失を計上する可能性があります。

２１．当事業年度末までに公表されているものの、適用されていない会計基準等は以下のとおりでありま

す。 

(時価の算定に関する会計基準の適用指針) 

・｢時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31号 2021年６月 17日）

(1)概要

投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組

合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。 

(2)適用予定日

2022年４月１日以後開始する事業年度の期首より適用予定であります。 

(3)当該会計基準等の適用による影響

適用される事業年度における影響は軽微であります。 

２２．金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項、並びに金融商品の時価のレベル

ごとの内訳等に関する事項は次のとおりであります。 

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、生命保険業免許に基づき、生命保険の引受けを行い、保険料として収受した金銭等の運用

として、主に有価証券投資、貸付等を行っております。

運用に際しては、お客さまからお預かりした保険料を効率的に運用するため、「保証利率や保険期間

などの商品特性に対応した資産運用」及び「資産の健全性維持」を取組方針としております。 

これらの取組方針に則した資産運用を行うために、保険契約の特性に対応した資産配分をすること

により運用収益を確保しております。 

また、「ＥＲＭ委員会」を設置し、資本・収益・リスクの経済価値ベースでの一体管理（ＥＲＭ）の

推進・充実を図るとともに、ＥＲＭの状況について定期的に把握・確認しております。 

なお、効率的な資産運用を図る観点からデリバティブ取引を活用しております。 

(2)金融商品の内容及びそのリスク

当社が保有する金融資産は、主に有価証券及び貸付金であります。

また、保有する有価証券のリスクをヘッジする目的等で、デリバティブ取引を行っております。 

有価証券は、主に公社債、株式、投資信託（主に株式、債券、外国株式、外国債券を投資対象とす

るもの）及び外国証券等であり、安定的な収益確保、市場見通しに基づく運用、長期保有による運用

を目的に保有しております。これらは、発行体の信用リスク、金利の変動リスク、為替の変動リスク、

市場価格の変動リスク及び流動性リスクに晒されております。 

貸付金は、主に国内の企業向け貸付、個人向け貸付及び保険約款に基づく貸付であります。このう
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ち、企業向け貸付及び個人向け貸付は、安定的な収益確保を目的に実施しておりますが、貸付先の契

約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。保険約款貸付は、解約返戻金の範囲

内で行っており、信用リスクは僅少であります。 

デリバティブ取引は、債券先物取引、株式指数先物取引、為替予約取引、通貨オプション取引、株

価指数オプション取引等を行っており、現物資産の補完的取引として以下の４つの目的に限定して活

用しているため、リスクは限定的なものになっております。 

①現物資産の価格変動リスクに対するヘッジ取引

②現物資産をポートフォリオに組入れるまでの時間的な問題や、流動性の問題を解消するための現

物資産を補完・代替することを目的としたヘッジ取引

③現物資産のデュレーションや金利種類（固定・変動）の調整を目的としたヘッジ取引

④現物資産の信用リスクに対するヘッジや信用リスクの分散を目的としたヘッジ取引

また、以下の取引等についてヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の適用については、適用

要件、対象取引、手続き、有効性評価の方法及び指定方法等を規程として明確に定め、適正にヘッジ

会計の適用を行っております。 

①外貨建有価証券をヘッジ対象とし、為替予約取引をヘッジ手段とする取引

②外貨建定期預金をヘッジ対象とし、為替予約取引をヘッジ手段とする取引

ヘッジ会計の方法は、時価ヘッジ処理を採用しております。

なお、外貨建定期預金をヘッジ対象とした為替予約取引については、振当処理の要件を満たしてい

る場合は振当処理を採用しております。 

ヘッジの有効性の判定は、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお

ります。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性が

ある場合には、ヘッジの有効性の判定を省略しております。 

(3)金融商品に係るリスク管理体制

当社では、「リスク管理基本方針」を制定し、各種リスクを統括して管理するための態勢を構築して

おります。

具体的には、経営上のリスクを細分化し、リスク種類毎に配置された管理部門がリスク状況の把握・

分析・評価及び業務執行部門への牽制・指導を行っております。 

さらに、「リスク統括委員会」を設置し、全社のリスクを統括管理し、リスク管理の徹底を図ってお

ります。 

経営上のリスクのうち、金融商品に係るリスクとしての市場リスク・信用リスクは資産運用リスク

管理規程に基づき、流動性リスクは流動性リスク管理規程に基づき、総合リスク管理部がリスク管理

を行っております。 

また、「ＥＲＭ委員会」を設置し、資産・負債に関わる収益・リスクの総合管理を行っております。 

①市場リスク・信用リスクの管理

リスク管理部門では、市場リスク・信用リスクを計量化（金額換算）する等定期的に把握・分析・

評価を行い、そのリスクを自己資本等の一定範囲内に抑えることにより、管理を行っております。 

(ⅰ)市場リスク 

市場リスクとは、金利、為替、株価等のさまざまなリスクファクターの変動により、保有する資

産（オフバランス資産を含む）の価額が変動し損失を被るリスク、すなわち、「金利リスク」、「為

替リスク」、「価格変動リスク」をいいます。 
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市場リスクに関しては、金利、為替、株価等の運用環境の変化に対する保有資産の感応度を把握

するとともに、ポートフォリオ全体としてリスクを把握し、資産配分の見直しやリスクヘッジなど

によりリスクを適切にコントロールしております。 

(ⅱ)信用リスク 

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフバランス資産を含む）の価

値が減少・消失し損失を被るリスクをいいます。 

信用リスクに関しては、与信先ごとに付与した社内格付を活用してＶａＲ（バリュー・アット・リスク）

を用いたリスクの計量化を行い、ポートフォリオ全体としてリスクを把握・コントロールしており

ます。 

また、リスクに応じた投融資限度額・投融資金利を設定するとともに、業種や企業グループ単位

での投融資限度額を設定し、特定業種・企業グループへの投融資集中を制御しております。 

②流動性リスクの管理

流動性リスクとは、資金繰りリスク及び市場流動性リスクをいい、金融商品に係るリスクである

市場流動性リスクとは、市場の混乱等によって市場での取引ができない等により損失を被るリスク

をいいます。

市場流動性リスクに関しては、資金繰り管理部門が、資産運用に関する資金移動等のキャッシュ・

フローを把握し、資金計画等を策定しており、リスク管理部門が、流動性の高い資産の確保の状況

やキャッシュ・フローの状況を監視しております。 

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる

前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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(5)金融商品の時価等に関する事項及び金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

①金融商品の時価等に関する事項

当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等は、次表には含めておりません。(（注）を参照くだ

さい。) 

また、現金及び預貯金、買入金銭債権勘定のうちコマーシャルペーパー、金銭の信託は主に短期間で

決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

（単位：百万円） 

貸借対照表 

計上額 

時 価 差 額 

(ⅰ)買入金銭債権 29,399 29,480 80 

有価証券として取り扱うもの 26,393 26,393 － 

  その他有価証券 26,393 26,393 － 

 上記以外 3,006 3,086 80 

(ⅱ)有価証券 6,247,040 6,342,840 95,800 

売買目的有価証券 18,185 18,185 － 

満期保有目的の債券 253,256 290,002 36,745 

責任準備金対応債券 2,681,726 2,740,781 59,054 

その他有価証券 3,293,871 3,293,871 － 

(ⅲ)貸付金 664,038 669,320 5,281 

保険約款貸付（＊1） 67,579 71,937 4,364 

一般貸付（＊1） 597,526 597,382 916 

貸倒引当金（＊2） △ 1,066 － － 

資産計 6,940,478 7,041,640 101,162 

金融派生商品（＊3） 

(ⅰ)ヘッジ会計が適用されていないもの (8,355) (8,355) － 

(ⅱ)ヘッジ会計が適用されているもの (80,058) (80,058) － 

金融派生商品計 (88,413) (88,413) － 

(＊1)差額欄は、貸倒引当金を控除した貸借対照表計上額と、時価との差額を記載しております。 

(＊2)貸付金に対する貸倒引当金を控除しております。 

(＊3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、（ ）で表示しております。 
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（注）当事業年度末において、市場価格のない株式等（非上場株式等）及び組合出資金等の貸借対照

表計上額は次のとおりであり、「資産(ⅱ)有価証券」には含めておりません。 

（単位：百万円） 

区分 
貸借対照表 

計上額 

関係会社株式等 3,853 

 
非上場株式等(＊1) 1,622 

組合出資金等(＊2) 2,230 

その他有価証券 341,977 

 
非上場株式等(＊1) 11,268 

組合出資金等(＊2) 330,708 

(＊1)非上場株式等については、市場価格がないことから「金融商品の時価等の開示に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第 19号 2020年３月 31日）第５項に基づき、時価開示の対象と

はしておりません。 

(＊2)組合出資金等については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第 31号 2019年７月４日。以下、｢時価算定適用指針｣という。）第 27項に基づき、時価開示

の対象とはしておりません。 

 

②金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 
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(ⅰ)時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品 

(単位：百万円) 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

買入金銭債権 － 26,393 － 26,393 

 その他有価証券 － 26,393 － 26,393 

有価証券 1,059,077 697,406 － 1,756,483 

その他有価証券 1,059,077 697,406 － 1,756,483 

  公社債 45,008 617,196 － 662,205 

 国債 44,324 － － 44,324 

 地方債 － 30,936 － 30,936 

 社債 684 586,260 － 586,944 

  株式 320,795 － － 320,795 

  外国証券 693,272 80,209 － 773,482 

 外国公社債 674,504 80,209 － 754,713 

 外国株式 18,768 － － 18,768 

金融派生商品 484 903 － 1,387 

通貨関連 － 903 － 903 

株式関連 484 － － 484 

資産計 1,059,561 724,703 － 1,784,265 

金融派生商品 － 89,801 － 89,801 

通貨関連 － 89,801 － 89,801 

負債計 － 89,801 － 89,801 

（注）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用した投資信託については、上記表には含めておりませ

ん。貸借対照表における当該投資信託の金額は 1,555,572百万円であります。 

(ⅱ)時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品 

(単位：百万円) 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

買入金銭債権 － － 3,086 3,086 

 有価証券として取り扱うもの以外 － － 3,086 3,086 

有価証券 2,255,954 774,829 － 3,030,783 

満期保有目的の債券 266,457 23,544 － 290,002 

  公社債 266,457 23,544 － 290,002 

 国債 266,457 － － 266,457 

 地方債 － 3,437 － 3,437 

 社債 － 20,106 － 20,106 

責任準備金対応債券 1,989,496 751,285 － 2,740,781 

  公社債 1,989,496 748,371 － 2,737,868 

 国債 1,989,496 － － 1,989,496 

 地方債 － 152,089 － 152,089 

 社債 － 596,282 － 596,282 

  外国証券 － 2,913 － 2,913 

 外国公社債 － 2,913 － 2,913 

貸付金 － － 669,320 669,320 

保険約款貸付 － － 71,937 71,937 

一般貸付 － － 597,382 597,382 

資産計 2,255,954 774,829 672,406 3,703,190 
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(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

買入金銭債権 

有価証券として取り扱うことが適当と認められるものは有価証券と同様の方法により算定した価額

をもって時価としております。一般貸付として取り扱うことが適当と認められるものは貸付金のうち

一般貸付と同様の方法により算定した価額をもって時価としております。 

有価証券 

上場株式は市場における相場価格を時価としており、活発な市場における無調整の相場価格を利用

できるものはレベル１の時価に分類しております。 

債券は観察可能な取引価格等を時価としており、活発な市場における無調整の取引価格等を利用で

きるものはレベル１、観察可能な取引価格等を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル

２の時価に分類しております。取引価格等を入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの割引

現在価値法等により時価を算定しております。算定に当たっては観察可能なインプットを最大限利用

しており、インプットには、国債利回り、信用リスクのプレミアム等が含まれます。算定にあたり重

要な観察できないインプットを用いている場合にはレベル３の時価、そうでない場合はレベル２の時

価に分類しております。 

また、投資信託は市場における相場価格又は業界団体や投資信託委託会社が公表する基準価額等を

時価としており、時価算定適用指針第 26項に従い経過措置を適用し、レベルを付しておりません。 

貸付金 

保険約款貸付は、過去の実績に基づく返済率から将来キャッシュ・フローを生成し、リスク・フリ

ー・レートで割り引いて時価を算定しております。 

一般貸付のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が

実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該価額をもって時価

としております。固定金利によるものは、元利金の合計額をリスク・フリー・レートに信用リスクを

加味した割引率で割り引いて時価を算定しております。また、破綻先債権、実質破綻先債権及び破綻

懸念先債権については、キャッシュ・フローによる回収可能見込額、又は担保及び保証による回収見

込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は当事業年度末における貸借対照表価額から現在

の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としております。 

これらの取引については、観察できないインプットを用いていることから、レベル３の時価に分類

しております。 

金融派生商品 

・為替予約取引は、先物為替相場によっており、レベル２の時価に分類しております。

・債券先物取引、株式指数先物取引、通貨オプション取引、株価指数オプション取引等は、市場にお

ける相場価格又は観察可能な市場データに基づき算定された価格等を時価としており、活発な市場

における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価、そうでない場合にはレベル２の時

価に分類しております。

大同生命保険株式会社



２３．オフィス及び賃貸店舗として利用している建物の石綿の除去義務につき資産除去債務を計上してお

ります。資産除去債務の見積りにあたり、支出発生までの見込期間は建物の取得から 50年間、割引率は

2.11％を使用しております。 

当事業年度における資産除去債務の増減は次のとおりであります。 

期首残高 2,055百万円 

時の経過による調整額 43百万円 

期末残高 2,099百万円 

２４．当事業年度末における賃貸等不動産の貸借対照表計上額は 127,687 百万円、時価は 186,392 百万円

であります。 

当社は、全国主要都市を中心に、賃貸用のオフィスビル等を所有しており、時価の算定にあたっては、

主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の物件につい

ては「公示価格」に基づいて自社で算定した金額によっております。 

また、賃貸等不動産の貸借対照表計上額に含まれている資産除去債務に対応する額は 2百万円であり

ます。 

２５．債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸付条件

緩和債権の額は、774百万円であります。なお、それぞれの内訳は次のとおりであります。 

債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は 6 百万円であります。 

上記取立不能見込額の直接減額は、143百万円であります。 

なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の

申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

債権のうち、危険債権額は 768百万円であります。 

なお、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、

契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、破産更生債権及びこ

れらに準ずる債権に該当しない債権であります。 

債権のうち、三月以上延滞債権はありません。 

なお、三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として三月以上延

滞している貸付金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権に該当しないものであります。 

債権のうち、貸付条件緩和債権はありません。 

なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破産更

生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

なお、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（2020 年１月 24 日 内閣府令第３号）が 2022

年３月 31日から施行されたことに伴い、保険業法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生の

ための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。 

２６．有形固定資産の減価償却累計額は 118,822百万円であります。
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２７．保険業法第 118条に規定する特別勘定の資産の額は 17,301 百万円であります。 

なお、負債の額も同額であります。 

２８．関係会社に対する金銭債権の総額は 8,589百万円、金銭債務の総額は 22,916 百万円であります。 

２９．繰延税金資産の総額は、117,716百万円、繰延税金負債の総額は、129,059百万円であります。繰延

税金資産のうち、評価性引当額として控除した額は 10,132百万円であります。 

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、保険契約準備金 36,563 百万円、価格変動準備金 34,604百

万円、退職給付引当金 20,615 百万円、有価証券評価損 12,842百万円であります。 

繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、その他有価証券評価差額金 123,787百万円、連結法人間譲

渡益繰延 3,675百万円、有価証券に係る未収配当金 1,067百万円及び不動産圧縮積立金 528百万円であ

ります。 

３０．当事業年度における法定実効税率は 27.93％であります。法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100分の５以下であるため、差異の原因となった主な項目別

の内訳の注記を省略しております。 

３１．契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。 

当期首現在高 49,862百万円 

当事業年度契約者配当金支払額 13,071百万円 

利息による増加額 14百万円 

その他による増加額 32百万円 

契約者配当準備金繰入額 11,711百万円 

当事業年度末現在高 48,550百万円 

３２．関係会社の株式又は出資金の総額は 3,853百万円であります。 

３３．保険業法第 91条の規定による組織変更剰余金額は、10,836百万円であります。 

３４．担保に供している資産の額は、有価証券（国債）80,206百万円であります。 

３５．１株当たり純資産額は 296,113円 06銭であります。 

３６．貸付金に係るコミットメントライン契約の融資未実行残高は、20,247百万円であります。 

３７．保険業法第 259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当事業年度末における当社の今

後の負担見積額は 10,250 百万円であります。 

なお、当該負担金は拠出した事業年度の事業費として処理しております。 
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３８．退職給付に関する事項は次のとおりであります。 

(1)採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度、退職年金制度及び退職一時金制度を設

けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出型年金制度を設けております。

(2)確定給付制度

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 96,537百万円 

勤務費用   4,234百万円 

利息費用   385百万円 

数理計算上の差異の発生額  △3,210百万円

退職給付の支払額  △5,013百万円

過去勤務費用の発生額  △1,939百万円

退職給付債務の期末残高    90,993百万円 

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高    77,046百万円 

期待運用収益   370百万円 

数理計算上の差異の発生額 △1,253百万円

事業主からの拠出額   4,011百万円

退職給付の支払額 △4,926百万円

年金資産の期末残高 75,248百万円 

③退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

積立型制度の退職給付債務           90,000百万円

年金資産 △75,248百万円

（うち退職給付信託 △61,784百万円 ）

14,751百万円 

非積立型制度の退職給付債務   993百万円 

退職給付引当金     15,745百万円 

④退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用  4,234百万円 

利息費用  385百万円 

期待運用収益 △370百万円

数理計算上の差異の費用処理額 △1,956百万円

過去勤務費用の費用処理額  △1,939百万円

確定給付制度に係る退職給付費用 352百万円 
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⑤年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券   85.6％ 

現金及び預金    6.5％ 

外国証券   4.8％ 

株式   3.1％ 

その他   0.0％ 

合計  100.0％ 

年金資産合計には、退職給付信託が 82.1％含まれております。 

⑥長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金

資産を構成する様々な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 

⑦数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎は次のとおりであります。

割引率   0.33％～0.71％ 

長期期待運用収益率 

確定給付企業年金 1.57％ 

退職給付信託   0.25％ 

(3)確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、264百万円であります。 
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　２０２１年度 　  　 　　　　　　　　　　    　 　　　損益計算書

（単位：百万円）

科 目 金 額

経 常 収 益 1,032,690
808,083
805,611
2,472

191,249
162,851

19
144,365
7,677
9,934
853
323

12,903
11,707

98
2,429
935

33,357
26,157
1,082
900
786

4,431
経 常 費　　 　用 909,910

516,795
139,000
61,682
66,056
237,739
8,574
3,742

211,578
211,563

14
44,781

11
9,951
1,129
17,477
2,718
13,492

116,139
20,614
1,474
11,102
5,809
2,228

経 常 利 益 122,780
特 別 利 益 92

92
特 別 損 失 5,359

1,387
3,972

11,711
105,800
29,892
△ 313
29,578
76,222

（金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）

保 険 料

再 保 険 収 入

資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

預 貯 金 利 息

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金

貸 付 金 利 息

不 動 産 賃 貸 料

そ の 他 利 息 配 当 金

有 価 証 券 売 却 益

そ の 他 運 用 収 益

そ の 他 経 常 収 益

年 金 特 約 取 扱 受 入 金

そ の 他 の 経 常 収 益

保 険 金 等 支 払 金

保 険 金

年 金

給 付 金

解 約 返 戻 金

そ の 他 返 戻 金

再 保 険 料

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

資 産 運 用 費 用

支 払 利 息

有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用

事 業 費

そ の 他 経 常 費 用

保 険 金 据 置 支 払 金

税 金

減 価 償 却 費

そ の 他 の 経 常 費 用

固 定 資 産 等 処 分 益

固 定 資 産 等 処 分 損

保 険 料 等 収 入

税 引 前 当 期 純 利 益

当 期 純 利 益

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

保 険 金 据 置 受 入 金

貸 倒 引 当 金 戻 入 額

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

金 融 派 生 商 品 費 用

特 別 勘 定 資 産 運 用 益

支 払 備 金 戻 入 額

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

為 替 差 益

退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

法 人 税 等 合 計

法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額

２ ０ ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら
２ ０ ２ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で
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（損益計算書注記） 

１．関係会社との取引による収益の総額は 409百万円、費用の総額は 19,338百万円であります。 

２．有価証券売却益の主な内訳は、外国証券 8,626百万円、株式等 4,248百万円であります。 

３．有価証券売却損の主な内訳は、外国証券 7,098百万円、株式等 2,687百万円、国債等債券 165 百万円

であります。 

４．有価証券評価損の主な内訳は、外国証券 641百万円、株式等 410百万円、その他の証券 78 百万円であ

ります。 

５．売買目的有価証券運用益の主な内訳は、評価益 367 百万円であります。 

６．金融派生商品費用には、評価損が 1,793 百万円含まれております。 

７．１株当たり当期純利益は 26,283円 51銭であります。 
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